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女性には、女性特
生存保障にこだわっているあん

● 乳房・子宮・卵巣の良性新生物
● 子宮頸（部）の上皮内がん
● 子宮筋腫

● 卵巣のう腫
● 流産
● 妊娠・分娩の合併症　などってどんなもの?

女性特有の病気
〈女性特有の病気〉

子宮筋腫の年齢別総患者数

まわりの女性で

子宮筋腫の人が結構いるわ。

入院日数は短期間みたいだけど…。

宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値です。
出典：厚生労働省「平成23年患者調査」

１５～１９歳 20～24歳 25～29歳 30～34歳 35～39歳 40～44歳

子宮筋腫は20代からかかる可能性が
子宮筋腫は子宮にできる良性の腫瘍です。
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ご存知
ですか？

がある！

● バセドウ病
● 鉄欠乏性貧血等の貧血
● 下肢の静脈瘤

● 胆石症
● 胆のう炎 
● 腎結石および尿管結石　など

● 乳がん
● 子宮がん
● 卵巣がん　など

〈女性に多い病気〉 〈女性特有のがん〉

再発が気になるがんは、
      長期の備えもほしいわ。

乳がんって身近な病気だから
備えておかなくっちゃ。

ご存知
ですか？ 12人に1人は乳がんに罹患

有のリスク

乳がんにかかる患者は年々増えています。＊

しん生命だからこ そのあんしん

＊

乳がん
結腸がん
胃がん
子宮がん

気管・気管支・肺がん
悪性リンパ腫
直腸がん
肝臓がん
白血病
その他

宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値です。
出典：厚生労働省「平成23年患者調査」

女性がかかるがん（部位別）

＊公益財団法人がん研究振興財団「がんの統計’14」

給付金のお支払事由について
この保険で支払われる給付金は以下のとおりです。 
詳しくは「ご契約のしおり・約款」を必ずご覧ください。

解約返戻金について
●解約返戻金の額は、契約年齢・性別・保険料払込期間・経過年月数・保険料
の払込年月数などにより異なります。
●保険料払込期間中の解約返戻金はありません。
●保険料払込期間満了後の解約返戻金は、次の①、②のうちいずれか小さい額
とします。
①解約返戻金を低く制限しない場合の解約返戻金の30％
②入院給付金日額の10倍
●付加される特約・特則については保険期間を通じて解約返戻金はありません。
●したがって、ご契約を途中でおやめになると、解約返戻金はまったくない
か、あってもお払込保険料の合計額に比べ、ごくわずかな額となります。

先進医療特約について（保険期間10年の場合）
●特約の保険期間が満了する場合、所定の要件を満たせば、ご契約者からの
お申出がない限り、90歳まで自動的に更新されます。
①更新後の特約の保険期間は10年とします。ただし、更新後の特約の保険
期間満了日の翌日における被保険者の年齢が90歳を超える場合は、1年
以上の整数年で、かつ、更新後の特約の保険期間満了日の翌日における被
保険者の年齢が90歳となる期間に短縮されます。
②更新後の特約の給付金額等は更新前と同一とします。
③特約が更新された場合、特約の給付金等のお支払いおよび保険料払込み
の免除については、更新前の保険期間と更新後の保険期間は継続された
ものとみなします。このため、特約の給付金の支払限度につきましては、更
新前後の支払月数、支払額等を通算して適用します。
④更新後の保険料は、更新時の被保険者の年齢および保険料率で計算しま
す。（通常、更新後の保険料は更新前より高くなります。）
⑤更新後の特約には更新時の特約条項が適用されます。

この保険の主契約および特約については契約者配当金はありません。

乳房再建給付金の不担保期間の取扱いについて
・ 女性疾病保障特約の乳房再建給付金においては、主契約の責任開始日か
らその日を含めて90日を経過する日までを不担保期間とし、不担保期間終
了まで＊に悪性新生物または上皮内新生物に罹患した場合、乳房再建給付
金はお支払いしません。
この場合、不担保期間終了後に新たに悪性新生物と診断確定されても、
乳房再建給付金をお支払いしません。
（女性疾病保障特約の入院給付金には不担保期間はありません。）

保険料の払込免除について
以下のいずれかに該当したとき、将来の保険料のお払込みが免除となります。
●病気やケガにより、所定の高度障害状態になったとき
●不慮の事故によるケガで、事故の日からその日を含めて180日以内に所定
の身体障害状態になったとき
●特定疾病保険料払込免除特則が付加されている場合で、以下の□または□
に該当したとき（※1）
　□初めて悪性新生物（※2）と診断確定されたとき（※3）
　□心疾患または脳血管疾患（※2）を発病したと診断され、所定の手術（※4）

または継続20日以上の入院治療を受けたとき
（※1） 公的医療保険制度の変更が将来行われたときは、主務官庁の認可を

得て、保険料払込みの免除事由を変更することがあります。その場合、
変更日の2か月前までにご契約者にその旨をご案内します。

（※2） 上皮内新生物や高血圧性心疾患は対象になりません。その他、対象と
なる疾病の詳細については、普通保険約款の別表をご確認ください。

（※3） 悪性新生物については、責任開始日からその日を含めて90日を経過
する日までを不担保期間とし、不担保期間終了まで（責任開始期前を
含みます。）に悪性新生物に罹患した場合は、保険料払込みの免除は
いたしません。この場合、不担保期間終了後に新たに悪性新生物と診
断確定されても、保険料払込みの免除はいたしません。悪性新生物の
診断確定は、病理組織学的所見により医師によってなされる必要があ
ります。ただし、病理組織学的所見が得られない場合は、その他の所見
を認めることがあります。

（※4） 手術給付金のお支払事由に該当する手術および先進医療に該当する
手術を対象とします。

＊ 責任開始期前を含みます。

●この保険では、契約者貸付、保険料の自動振替貸付はお取り扱いしておりません。

主な
記載事項

● 保険の特長と仕組
● 特約について
● 保険会社の責任開始期 

● 保険金・給付金等のお支払い
● 解約返戻金
● クーリング・オフ
● 健康状態・職業などの告知義務など 

給付金の種類 お支払事由 お支払額

疾病入院
給付金 病気で所定の入院をしたとき
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主契約の入院給付金日額
×入院日数
支払限度日数

1入院60日 通算1,095日

〈入院中の手術または
骨髄等の採取術〉

主契約の入院給付金日額
×10倍

〈上記以外（外来）の手術〉
主契約の入院給付金日額

×5倍

主契約の入院給付金日額
×10倍

災害入院
給付金

不慮の事故によるケガで、事故の日か
らその日を含めて180日以内に
所定の入院をしたとき

以下の 　 または 　 に該当したとき
病気やケガで、公的医療保険制
度に基づく医科診療報酬点数表
により、手術料の算定対象として
列挙されている所定の手術を受
けたとき
造血幹細胞移植に用いる骨髄ま
たは末梢血幹細胞の提供を目的
とする骨髄等の採取術を受けた
とき

手術
給付金

病気やケガで、公的医療保険制度に
基づく医科診療報酬点数表により、
放射線治療料の算定対象として列挙
されている所定の放射線治療を受け
たとき

３大疾病（がん、心疾患＊1、脳血管疾
患）を含む特定の病気＊2で所定の入
院をしたとき

乳房の悪性新生物（乳がん）※で乳房
を切除し、所定の乳房再建手術を受け
たとき
※上皮内新生物は対象外

放射線
治療
給付金

入院
給付金

乳房再建
給付金

この特約の入院給付金日額
×入院日数

支払限度日数 主契約と同じ

この特約の入院給付金日額
×乳房再建給付金倍率

（200倍）
支払限度 1乳房につき1回

公的医療保険制度における先進医療
による療養を受けたとき

主契約の入院給付金が支払われる入
院をし、かつ、入院の原因となった病
気やケガにより以下のいずれかの期
間内に所定の通院をしたとき
●入院日の前日からその日を含めて
遡及して60日以内
●退院日の翌日からその日を含めて
180日以内（入院の原因となった疾
病ががん、心疾患＊１、脳血管疾患の
場合は730日以内）

先進医療
給付金

通院
給付金

先進医療にかかわる技術料
支払限度 通算2,000万円

この特約の通院給付金日額
×通院日数
支払限度日数 

1入院30日 通算1,095日

＊１ 「心疾患」には、高血圧性心疾患は含まれません。
＊２ 「慢性腎不全」とは、日本腎臓学会編「CKD診療ガイド2012」による慢性
腎臓病の重症度分類において、ステージG4またはG5に分類されるもの
をいいます。

＜ご注意いただきたいこと＞
・ 手術給付金については、傷の処置や抜歯などお支払いの対象外となる手術
や、お支払回数に制限がある場合があります。骨髄等の採取術については、
責任開始日からその日を含めて1年を経過した日以後に行われた手術につ
き、保険期間を通じて1回を限度としてお支払いします。

・ 放射線治療給付金は、電磁波温熱療法を対象として含みます。対象となる
放射線照射の方法は体外照射、組織内照射または腔内照射のいずれかに
限ります。（血液照射は対象になりません。）また、お支払いの対象となる放
射線治療を複数回受けた場合は、支払対象となった最後の受療から60日
以内の受療は対象になりません。

・ この保険の給付にかかわる公的医療保険制度の変更が将来行われたと
き、主務官庁の認可を得て、お支払事由の変更を行うことがあります。お支
払事由を変更するときは、変更日の２か月前までに保険契約者にその旨を
通知します。
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乳がん

日本女性にもっとも多いがんは
乳がんです。2011年の乳がん
患者数は19.2万人で、２番目に
多い結腸がん7.5万人の約2.6倍
となっています。

東京都千代田区丸の内1-2-1  東京海上日動ビル新館  〒100 -0005

引受保険会社
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配当について

生命保険の募集は、保険業法に基づき登録された生命保険募集人のみが行
うことができます。当社の取扱者／代理店（生命保険募集人）は、お客様と当
社の保険契約締結の媒介を行うもので、保険契約締結の代理権はありませ
ん。したがいまして、保険契約は、お客様からの保険契約のお申込みに対して
当社が承諾したときに有効に成立します。なお、当社の取扱者／代理店であ
る生命保険募集人の身分・権限等に関しまして確認をご要望の場合には、当
社カスタマーセンターまでご連絡ください。

生命保険募集人について

「契約概要」「注意喚起情報」は、ご契約の内容等に関する重要な事項のうち、
特にご確認いただきたい事項を記載しています。お申込みの前に必ずお読み
いただき、内容をご確認・ご了解のうえ、大切に保管してください。

ご契約の際には「契約概要」「注意喚起情報」を必ずご覧ください。

この保険は｢保険種類のご案内｣に記載されている疾病・医療保険です。
｢保険種類のご案内」は、当社の取扱者／代理店または営業店にご請求ください。

保険種類をお選びいただく際には、「保険種類のご案内」をご覧ください。

募集代理店　　募集代理店は同封の送付状「募集代理店」欄をご覧ください。
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女性疾病保障特約の対象となる特定疾病についての詳細は「ご契約のしおり・約款」をご覧ください。

子宮筋腫は
20代過ぎから発症し、
20代後半から
急増します。

女性向けの保障が充実。あんしんの医療保険。

ピンクリボンをご存知ですか？
乳がんの早期発見・
治療の重要性を訴え
るために、世界共通
で使われているシン

ボルマークです。
あんしん生命はすべての女性の笑顔
と幸せを願い、ＮＰＯ法人である
「Ｊ．ＰＯＳＨ」を通じてピンクリボン
運動を支援しています。

医療総合保険（基本保障・無解約返戻金型）［無配当］
1入院60日型、手術給付金および放射線治療給付金の給付倍率の型：Ⅰ型、女性疾病保障特約、

先進医療特約、通院特約、特定疾病保険料払込免除特則

2015.11
新発売

メディカルKit NEO 女性プラン　（通販用代理店版）
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● 保険料のお支払い方法は、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　と　　　　　　　　　 からお選びいただけます。クレジットカード払口座振替（「責任開始期に関する特約」付加）

を選択された場合クレジットカード払 ＜10日カード決済の場合＞

を選択された場合口座振替（「責任開始期に関する特約」付加） ＜保険料振替日は毎月27日（休業日の場合は翌営業日）になります＞

※クレジットカードのお支払日は、お客様がお持ちのクレジットカード規約に基づくお支払日となります。

お申込み受付から保障の開始（責任開始期）までのスケジュール

●契約者ご本人様名義のクレジットカードに限りご利用いただけます。
●当社がクレジットカードの有効性等を確認した時（告知前に確認した時は告知の時）を保険期
間の始期とします。「女性疾病保障特約の悪性新生物及び所定の上皮内新生物による入院、特
定疾病保険料払込免除特則の悪性新生物による保険料払込免除」の保障は、保険期間の始期
からその日を含めて90日を経過した日の翌日が責任開始期となります。

●クレジットカードのご使用状況等の理由によりその有効性等の確認ができない場合、保障は
開始いたしません。

●月払契約の契約日は、保険期間の始期の属する月の翌月1日となります。
　（契約年齢は契約日時点での満年齢となります。） 
●クレジットカードの有効性等が確認（承認番号の取得）できた日が、保険料領収日となります。
●クレジットカードの有効性等が確認できない場合、契約日が遅れて、契約年齢・保険料が上が
ることがあります。

●本契約の保険料が変更となった場合は、同封のハガキ記載の保険料にかかわらず、変更後の
保険料がクレジットカードの支払対象保険料となります。なお、保険料が増額となり、当該増
額分保険料について、クレジットカードの有効性等の確認ができない場合、本契約のクレ
ジットカードでのお取扱いができなくなります。

●クレジットカードの有効性等の確認には、同封のハガキを当社が受付けてから3～4営業日程
度必要となります。また、ご提出いただきました同封のハガキに不備がある場合には、さらに
日数を要することもございますのでご注意ください。

●リボルビング払、ボーナス一括払のお取扱いはしておりません。
●保険料の決済日（ご契約者の口座から、保険料相当額がカード会社によって振り替えられる
日）は、ご指定のカード会社により異なります。決済日はカード会社とご契約者（カード会員）
との間の約定によりますので、契約時に加入期間中のカード決済日に関する指定・お約束は
いたしかねます。

●カード会社の締切日と当社締切日との関係等により、2か月分をまとめて１度にご請求させて
いただく場合があります。

●同封のハガキは当社に到着後、当社が責任をもって管理します。ご契約の取消等により、ご提
出いただいた同封のハガキが不要となった場合には、当社が責任をもって廃棄等の対応をし
ます。ご契約者への返却はいたしかねますので、ご了承ください。

●保険契約が成立した後、カード決済日の変更を目的とした異動（変更）手続きには応じられま
せん。

●クーリング・オフ（お申込みの撤回またはご契約の解除）について
　ご契約のお申込日または当社がクレジットカードの有効性等を確認した日のいずれか遅い日
から、その日を含めて8日以内（郵便の消印日有効）であれば、書面を封書などで当社へ郵送
いただくことでクーリング・オフを行なうことができます。

　※書面の記載項目や郵送先、クーリング・オフできない場合など詳細は「注意喚起情報」や
「ご契約のしおり・約款」をご覧ください。

●申込書の有効期限は申込日の属する月の翌月末日までとなります。
●第1回保険料が払い込まれるまでの期間は、保険料の払込方法の変更等ご契約
の変更・保険料の払込の取扱が一部制限されます。

●第1回保険料をお払込みいただく前に、保険金・給付金等のお支払事由または保
険料の払込免除事由が発生した場合、次のようなお取扱いとなります。

　①保険金・給付金等を支払うとき：
　　第1回保険料（※1）を保険金・給付金等から差し引きます。（※2）

　②保険料の払込免除のとき：
　　第1回保険料（※1）をお払込みいただきます。
　※1：第2回以後の保険料の払込期月の契約応当日が到来している場合は、第1回

保険料と同様に第2回以後の保険料を差し引きます。
　※2：お支払いする保険金・給付金等が第1回保険料に不足する場合は、第1回保険

料をお払込みいただきます。

●当社が保険契約のお申込みを承諾した日によっては、第1回保険料の口座
振替日が第1回保険料払込期間満了日の翌月（左図の場合は3月：「第1回
保険料払込猶予期間」中）になることがあります。この場合、指定口座への
第1回保険料のご請求は一度だけになりますのでご注意ください。（第2回
目保険料とともにご請求します。）

●さらに、「第1回保険料払込猶予期間」中の振替日に第1回保険料が口座振替
できなかった場合は、当社がご案内する方法にしたがって、「第1回保険料払
込猶予期間」内（「第1回保険料払込期間」満了日の翌々月の末日まで）に保険
料をお払込みください。（第2回・第3回保険料とともに合計3ヵ月分をお払込
みください。）

●第1回保険料払込猶予期間内に第1回保険料のお払込みがなかった場合、ご
契約は「第1回保険料払込猶予期間」満了の日（左図の場合は4/30）の翌日
に、保険期間の始期に遡って無効となります。ご契約が無効となった場合、責
任準備金などその他の返戻金の払戻はありません。また復活のお取扱いはあ
りません。

●クーリング・オフ（お申込みの撤回またはご契約の解除）について
　申込書にご記入をいただいた「お申込日」から、その日を含めて8日以内（郵便の消印日有
効）であれば、書面を封書などで当社へ郵送いただくことでクーリング・オフを行なうこと
ができます。

　※書面の記載項目や郵送先、クーリング・オフできない場合など詳細は「注意喚起情報」
　や「ご契約のしおり・約款」をご覧ください。
●クーリング・オフ期間を過ぎてからご契約をおやめになる場合
　解約のお手続きが必要となりますのでご了承ください。また、第1回保険料払込前に解約
された場合や第1回保険料払込猶予期間満了日までに第1回保険料の払込みがなかった
ことにより保険期間の始期に遡ってご契約が無効になった場合は、再び当社商品をお申
込みいただく際に「責任開始期に関する特約｣を付加した口座振替はご利用いただけま
せんのでご注意ください。

「第1回保険料払込猶予期間満了日」までに第1回保険料のお払込みがなかった場合　＜月払契約、保険期間の始期：1月11日　契約日：2月1日の場合＞

第1回保険料払込期間

第1回保険料払込猶予期間 第1回保険料払込期間満了日の
翌月1日から翌々月末日まで

保険期間の始期から
その翌月末日まで※1

※2

●第1回保険料のお払込方法を口座振替として、「責任開始期に関する特約｣を付加したご
契約をお申込みいただき、当社が承諾（お引受けすることを決定）した場合には、ご契約
の「お申込みを受けた時」または「告知の時」のいずれか遅い時を保険期間の始期としま
す。「女性疾病保障特約の悪性新生物及び所定の上皮内新生物による入院、特定疾病保
険料払込免除特則の悪性新生物による保険料払込免除」の保障は、保険期間の始期か
らその日を含めて90日を経過した日の翌日が責任開始期となります。

●月払契約の契約日は、保険期間の始期の属する月の翌月1日となります。
　（契約年齢は契約日時点での満年齢となります。）
●原則として、「第1回保険料払込期間」※1内の所定の振替日に指定口座から第1回保
険料の振替を行ないます。

●「第1回保険料払込期間」内に第1回保険料が口座振替できなかった場合、翌月の所定
の振替日（「第1回保険料払込猶予期間」※2中）に再度指定口座へご請求します。（第2
回保険料とともにご請求します。）
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女性疾病保障特約の悪性新生物および所定の上皮内新生物による入院、
特定疾病保険料払込免除特則の悪性新生物による保険料払込免除（90日間の免責）
主契約・「女性疾病保障特約の悪性新生物および所定の上皮内新生物による入院、
特定疾病保険料払込免除特則の悪性新生物による保険料払込免除」以外の責任開始

女性疾病保障特約の悪性新生物および所定の上皮内新生物による入院、
特定疾病保険料払込免除特則の悪性新生物による保険料払込免除の責任開始

女性疾病保障特約の悪性新生物および所定の
上皮内新生物による入院、特定疾病保険料払込免除特則
の悪性新生物による保険料払込免除（90日間の免責）
主契約・「女性疾病保障特約の悪性新生物および所定の上皮内新生物による入院、
特定疾病保険料払込免除特則の悪性新生物による保険料払込免除」以外の責任開始

女性疾病保障特約の悪性新生物および所定の
上皮内新生物による入院、特定疾病保険料払込免除特則
の悪性新生物による保険料払込免除の責任開始
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主契約・「女性疾病保障特約の悪性新生物および所定の上皮内新生物による入院、
特定疾病保険料払込免除特則の悪性新生物による保険料払込免除」以外の責任開始期
「女性疾病保障特約の悪性新生物および所定の上皮内新生物による入院、特定疾病保険料払込免除特則の悪性新生物による
保険料払込免除」の保障は、主契約の責任開始期からその日を含めて90日を経過した日の翌日から開始します。
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●

下記の9ブランドのクレジットカードがご利用いただけます。（デビットカードはご利用いただけません）

＊1 放射線治療は60日間に1回を給付限度とします。また、手術の内容によっては、お支払回数に制限がある場合があります。 ＊2 骨髄等の採取術につい
ては、責任開始日からその日を含めて1年を経過した日以後に行われた手術につき、保険期間を通じて1回を限度としてお支払いします。 ＊3 「心疾患」に
は、高血圧性心疾患は含まれません。 ＊4 1乳房につき1回を支払限度とします。＊5 入院の原因となった疾病が、がん、心疾患＊3、脳血管疾患の場合は730
日以内。 ＊6 上皮内新生物は対象になりません。悪性新生物については、責任開始日からその日を含めて90日を経過する日までを不担保期間とし、不担保
期間終了まで(責任開始期前を含みます。)に悪性新生物に罹患した場合は、保険料払込みの免除はいたしません。この場合、不担保期間終了後に新たに悪
性新生物と診断されても、保険料払込みの免除はいたしません。悪性新生物の診断確定は、病理組織学的所見により医師によってなされる必要がありま
す。ただし、病理組織学的所見が得られない場合は、その他所見を認めることがあります。
●公的医療保険制度の変更が将来行われたとき、主務官庁の認可を得て、お支払事由の変更を行うことがあります。 
●この商品には、死亡に対する保険金はありません。（被保険者の死亡時に解約返戻金があるときは、解約返戻金と同額の返戻金をお支払いします。）
●この商品の解約返戻金は、まったくないか、あってもお払込保険料の合計額に比べ、ごくわずかな額となります。

保障内容、お申込方法などで
ご不明な点・ご質問などございましたら、
右記のフリーダイヤルまでお気軽に
お問い合せください。

0120-889-564あんしんサポートデスク

ご対応時間／9:00～18:00　土曜・日曜・祝日および当社休業日は休みとさせていただいております。

ハ　　　ヤ　　　ク　　　　コ ー ル 　 ヨ

病気やケガによる所定の入院を日帰り入院＊1から保障

〈女性疾病保障特約〉

〈主契約〉

女性特有の病気や3大疾病(がん・心疾患＊2・脳血管疾患)には入院給付金を上乗せ
●女性特有の所定の疾病＊3で入院されたとき、主契約の入院給付金に上乗せしてお受け取りいただけます。
●3大疾病による入院についても入院給付金を上乗せしてお受け取りいただけます。
●1回の入院の支払限度日数は60日、通算の支払限度日数は1,095日となります。
●女性疾病保障特約の入院給付金日額は、主契約の入院給付金日額と別に設定し、対象となる疾病により入院した場合
に入院給付金をお支払いします。したがって、入院の原因となった疾病が女性特有の病気、３大疾病のいずれにも該当
する場合に、入院給付金のお支払額を二重に上乗せするものではありません。また、３大疾病による入院について入院
給付金が上乗せされるのは、女性疾病保障特約の入院給付金の支払限度内の入院に限られます。

●1回の入院の支払限度日数は60日、通算の支払限度日数は疾病入院給付金・災害入院給付金それぞれ1,095日となります。

〈女性疾病保障特約〉
乳がんで乳房切除し、乳房再建手術を受けたとき100万円
●責任開始日からその日を含めて90日を経過した日の翌日以後、初めて（責任開始期前の期間を通じて初めてとしま
す。）乳がん（乳房の悪性新生物）に罹患し、医師により病理組織学的所見（生検を含みます。）によって診断確定され
た場合、乳房再建給付金の対象となります。
●乳房再建給付金の対象となる乳がん（乳房の悪性新生物）に、上皮内新生物は含まれません。
●乳房再建給付金の支払限度は１乳房につき１回となります。

〈主契約〉
＊4 平成27年8月現在の医科診療報酬点数表より当社調べ

公的医療保険制度の給付対象の手術・放射線治療を保障
対象の手術は約1,000種類＊4

●手術給付金については、傷の処理や抜歯などお支払いの対象外となる手術や、お支払回数に制限がある場合があり
ます。骨髄等の採取術については、責任開始日からその日を含めて1年を経過した日以後に行われた手術につき、保
険期間を通じて1回を限度としてお支払いします。
●放射線治療給付金は、電磁波温熱療法を対象として含みます。対象となる放射線照射の方法は体外照射、組織内照
射または腔内照射のいずれかに限ります。（血液照射は対象になりません。）また、お支払いの対象となる放射線治
療を複数回受けた場合は、支払対象となった最後の受療から60日以内の受療は対象になりません。

〈先進医療特約〉
先進医療にかかわる技術料を2,000万円まで保障
●支払限度は通算2,000万円となります。
●先進医療とは、公的医療保険制度に定める評価療養のうち、厚生労働大臣が定める先進医療（先進医療ごとに厚生
労働大臣が定める施設基準に適合する病院または診療所において行われるものに限ります。）＊5をいいます。ただ
し、療養を受けた日現在、公的医療保険制度の給付対象となっている療養は先進医療とはみなされません。（特約の
保険期間中に対象となる先進医療は変動します。）

＊5 詳細については厚生労働省のホームページをご参照ください。

〈特定疾病保険料払込免除特則〉

悪性新生物・心疾患＊7・脳血管疾患により所定の状態と
なったとき、将来の保険料のお払込が免除になります

〈通院特約〉

入院前60日、退院後180日以内の通院を保障
入院の原因が3大疾病(がん・心疾患＊6・脳血管疾患)のときは退院後730日以内の通院を保障

女性疾病保障特約の対象となる特定疾病についての詳細は「ご契約のしおり・約款」をご覧ください。

女性特有の病気・女性に多い病気を に保障します。

がんに関するさまざまなお悩みに大学病
院の教授・准教授クラスを中心とした、経
験豊富な医師とメディカルソーシャル
ワーカーがお応えします。

「救急専門医」と経験豊富な「看護師」が
常駐しており、突然の病気やケガなど緊
急の場合の対処方法を、的確にアドバイ
スいたします。

常駐する医師と経験豊富な看護師が、お
からだの悩みや健康についてのご相談に
お応えします。

夜間・休日の救急医療機関や旅先での最
寄りの病院も即座に検索し、所在地、道順、
診療科目、受付時間などの詳細情報をご
提供いたします。

さまざまな診療科の専門医が、十分な時
間をかけて、質の高いきめ細かなアドバイ
スをします。

出張先などで急遽入院した救急病院から、
ご自宅近くの病院に転院するときなど、
民間救急車や航空機特殊搭乗手続きな
ど一連の手配を代行します。
※転院・移送の実費についてはお客様のご負担となります。

がん専用
相談窓口

ご契約後はご契約者様とご家族の皆様には、
メディカルアシストが無料※でご利用いただけます。

緊急医療相談

医療機関案内

365日
24時間
対応

365日
24時間
対応

1,244
1,254
1,274
1,294
1,314
1,344
1,374
1,409
1,444
1,479
1,514
1,549
1,584
1,619
1,654
1,689
1,724
1,759
1,794
1,819
1,844
1,869
1,884
1,904
1,919
1,939
1,949
1,969
1,994
2,019
2,044
2,074
2,104
2,139
2,184
2,234
2,289
2,349
2,409
2,474
2,539
2,614
2,694
2,769
2,854
2,949
3,049
3,154
3,259
3,374
3,494
3,624
3,754
3,894
4,039
4,199
4,379
4,554
4,749
4,954
5,169
5,394
5,634
5,879
6,159
6,459
6,779
7,124
7,489
7,889

1,571
1,592
1,631
1,665
1,707
1,742
1,786
1,829
1,883
1,924
1,981
2,021
2,075
2,128
2,180
2,238
2,301
2,363
2,415
2,468
2,521
2,567
2,607
2,650
2,691
2,744
2,786
2,839
2,905
2,972
3,037
3,113
3,191
3,279
3,367
3,472
3,582
3,690
3,805
3,924
4,044
4,176
4,315
4,450
4,604
4,767
4,939
5,119
5,304
5,507
5,703
5,923
6,141
6,369
6,616
6,874
7,166
7,453
7,771
8,101
8,439
8,797
9,166
9,557
9,994
10,501
11,044
11,620
12,245
12,915
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歳 円 円

女
性
疾
病
保
障
特
約

主契約の入院給付金に上乗せして、

〈入院給付金〉

女性特有の病気や
3大疾病による入院の保障
女性特有の所定の疾病や
3大疾病(がん・心疾患＊3・脳血管疾患)で所定の入院をされたとき

女性疾病保障特約の
入院給付金日額の200倍〈乳房再建給付金〉

乳房再建手術の保障
乳がん（乳房の悪性新生物）で乳房を切除し
所定の乳房再建手術＊4を受けられたとき

一時金

主契約の入院給付金に上乗せして、

円5,000

女性疾病保障特約の
入院給付金日額の200倍

万円100一時金

日額

主
契
約

通
院
特
約

先
進
医
療
特
約

〈疾病入院給付金〉〈災害入院給付金〉

入院の保障
病気やケガで所定の入院をされたとき

放射線治療〈手術給付金〉〈放射線治療給付金〉

手術・放射線治療の保障
公的医療保険制度の給付対象である
所定の手術・放射線治療＊1

または骨髄等の採取術＊2を受けられたとき。

入院前後の通院の保障
病気やケガの入院前後に通院したとき

特定疾病のときの保険料払込免除
右記の❶または❷に該当したとき

先進医療の保障
所定の先進医療を受けられたとき

保険期間 …………　　　
保険料払込期間 … 

終身 
終身 

給付金をお支払いできない場合があります。詳細は「ご契約のしおり・約款」を必ずご覧ください。

円5,000日額

円5,000日額

万円100

万円5

円5,000日額

上記以外
（外来）の手術 万円2.5

入院中の手術・
骨髄等の採取術 万円5

放射線治療 万円5

上記以外
（外来）の手術 万円2.5

入院中の手術・
骨髄等の採取術 万円5

円3,000一日に
つき

1入院につき30日まで
通算支払限度日数1,095日

1入院につき60日まで
通算支払限度日数1,095日

1入院につき60日まで
通算支払限度日数1,095日

1入院につき60日まで
通算支払限度日数1,095日

1入院につき60日まで
通算支払限度日数1,095日

以下の❶または❷に該当したとき、
将来の保険料のお払込が免除となります。

先進医療とは、公的医療保険制度の法律に定める評価療養のうち、厚生労働大臣が定める先進医療（厚生労働大臣が先進医療ごとに定
める施設基準に適合する病院等で行われるものに限ります。）をいいます。ただし、療養を受けた時点に公的医療保険制度の給付の対象
となっていた場合等は、先進医療とはいいません。また、公的医療保険制度に基づき給付の対象になる費用や、技術料以外の自己負担と
なる費用等はお支払いの対象となりません。（特約の保険期間中に対象となる先進医療は変動します。）

先進医療にかかわる
技術料と同額 2,000万円通算

※Vタイプには通院特約は
　付加されていません。

※Vタイプには特定疾病
　保険料払込免除特則は
　付加されていません。

保険期間…………10年
保険料払込期間…10年

入院前   60日以内
退院後 180日以内＊5

＜更新型＞

※主契約の保険期間・保険料払込期間にかかわらず、先進
医療特約の保険期間・保険料払込期間は、10年・10年に
なります。更新後の保険料は更新時の年齢および保険料
率によって計算されるため、上記保険料とは異なる場合
があります。

●サービスは予告なく変更・終了する場合がございます。
●各サービスは当社がグループ会社および提携会社を通じて提供します。
●詳細については、各サービスのチラシをご覧ください。

2015年11月現在

月払保険料表

保険期間：終身/保険料払込期間：終身

（口座振替扱・クレジットカード払扱）

保険期間… 　　　保険料払込期間… 終身 終身 
ご契約
年齢

介護お悩み電話相談サービス

どんなことを「電話相談」できるの？ 
公的介護保険制度の内容およびその申請方法、施設の種類や入所、在宅介護
サービス利用方法等、介護に関するお悩みに社会福祉士、介護福祉士、介護支
援専門員、看護師等の専門の相談員が親身にお応えします。

人間ドック・脳ドック・がんPET検診優待サービス

がん検診や健康診断を定期的に受けていますか？
人間ドック・脳ドック・がんPET検診設備のある施設の中から、お客様のご希望
にかなった施設のご紹介・ご予約・優待割引料金でのご案内を行うサービスで
す。ぜひご利用ください。
（注）人間ドック費用・脳ドック費用・がんPET検診費用はお客様のご負担とな
ります。医療機関・検診内容によっては、割引が適用されない場合もあります。

一般の
健康相談

365日
24時間
対応

365日
24時間
対応

予約制
専門医相談

事前
予約制

事前
予約制

転院・患者
移送手配

がんお悩み訪問相談サービス

万一「がん」と宣告されたとき、相談できる人はいますか？
がんお悩み訪問相談サービスでは、専門の相談員が訪問し、お悩みをおうかが
いします。不安やお悩みの原因となっているのは何なのか、ご一緒に考え、お役
に立てるような情報やツールをご提供いたします。「がん」と診断されたら、お
電話ください。

重点的
この保険の特長この保険の特長 保障内容保障内容

❶初めて悪性新生物と診断された
とき＊6
❷心疾患＊3または脳血管疾患を発
病したと診断され、所定の手術
または、継続20日以上の入院治
療を受けたとき

特
定
疾
病
保
険
料

払
込
免
除
特
則

＊2 「心疾患」には、高血圧性心疾患は含まれません。
＊3 乳がん・卵巣がん・子宮筋腫など当社が約款上定めている特定疾病をいいます。

＊6 「心疾患」には、高血圧性心疾患は含まれません。

＊7 「心疾患」には、高血圧性心疾患は含まれません。

＊1 日帰り入院とは、入院日と退院日が同一の入院のこと。日帰り入院か否かは入院料の有無等によります。
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メディカルKit NEO 女性プラン　（通販用代理店版）




